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環境省独立行政法人評価委員会

　各事項毎の評価を踏まえると、５ヵ年を通じ、
全体として適切な業務及びサービスの質の向
上を図り、中期目標を十分達成している。

中期目標
評価

各年度の評価結果

A

A A A

A

A A

A

・先導的・基盤的研究等の推進状況

　①国民の安全・安心への要求や国
際社会への貢献に対する環境政策
の着実な実施を科学的側面から支
援するための調査・研究に継続的か
つ機動的に取り組むため、学際的か
つ総合的で質の高い環境研究を進
め、自ら主体的に関与することが求
められる環境研究を選択し、重点的
に取り組む。具体的には、環境基本
計画、科学技術基本計画、「環境研
究・技術開発の推進戦略について」
(平成18年3月、中央環境審議会答
申)等が推進を求めている分野及び
環境省等の環境政策において求めら
れている分野を踏まえ、持続可能な
社会の実現を目指して、特に推進す
べき4つのプログラムを選択し、資源
を重点的に配分する。

①我が国における環境研究の中核
的機関として、国民の安全・安心への
要求や国際社会への貢献に対する
環境政策の着実な実施を科学的側
面から支援するための調査・研究に
継続的かつ機動的に取り組むため、
学際的かつ総合的で質の高い環境
研究を進め、自ら主体的に関与する
ことが求められる環境研究を選択し、
重点的に取り組む。具体的には、環
境基本計画、科学技術基本計画、
「環境研究・技術開発の推進戦略に
ついて」(平成18年3月、中央環境審
議会答申)等が推進を求めている分
野及び環境省等の環境政策におい
て求められている分野を踏まえ、持
続可能な社会の実現を目指して、上
述のように、特に推進すべき4つのプ
ログラムを選択し、資源を重点的に
配分する。

(1)環境研究の戦略的推進

・学際的かつ総合的な研究の推進
状況

 　我が国における環境研究の中核的
機関として、持続可能な社会の実現
を目指し、学際的かつ総合的で質の
高い環境研究を進め、環境政策への
貢献を図るため、以下のように環境
研究を戦略的に推進する。

②予防的・予見的な観点から環境研
究に取り組むことにより、新たに発生
する重大な環境問題に対し、原因究
明、対策立案等において科学的観点
から迅速に貢献できるよう、先導的・
基盤的研究について国内最上位の
水準を保つよう努める。

中期目標

②予防的・予見的な観点から環境研
究に取り組むことにより、新たに発生
する重大な環境問題に対し、原因究
明、対策立案等において科学的観点
から迅速に貢献できるよう、先導的・
基盤的研究について国内最上位の
水準を保つよう努める。

1.環境研究に関する業務

第2　国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する事項

中期計画

A

(1)環境研究の戦略的推進

A A

第1　国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する目標を達成するため
とるべき措置

評価項目及び評価の方法、視点等

1.環境研究に関する業務

A

中期目標の達成に向けた状況等

　各事項毎の評価を踏まえると、５ヵ年を通じ、
全体として環境研究に関する業務について
は、中期目標を十分達成している。

①学際的かつ総合的な研究の推進
　環境基本計画、科学技術基本計画、中環審
答申などが求めている学際的、総合的な研究
テーマについて積極的な展開を図り、社会的
に期待される４つの重点研究プログラムを設
定して重点的な資源配分を行うとともに、８つ
の基盤的な調査研究分野での課題に取り組
むなど着実に研究業務の進展が図られてい
る。

②先導的・基盤的研究等の推進
新たに生じる重大な環境問題に対し、科学的
な見地から迅速に対応出来るよう、予防的・予
見的な観点から環境研究が進められている。

③高い研究の質の確保と創造的な研究環境
の展開
　外部の競争的資金を積極的に確保して環境
技術研究を推進したほか、所内公募研究制度
を活用して先導的な研究の発掘・育成、競争
的な環境下での基盤的研究を推進し、切磋琢
磨して研究を実施する環境の整備を行ってい
る。また、若手育成のため所内公募による支
援を行うなど研究業務の進展を図っている。

④環境分野の研究機関との連携・協力状況
　我が国を代表する環境の研究機関として国
内外の環境研究機関との連携、あるいは国際
的な活動への参加・協力も積極的に進められ
ており、海外研究機関との協定数の目標につ
いても達成している。

こうしたことから、中期目標を十分達成してい
る。
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(2)研究の構成 A A A A A A

各事項毎の評価を踏まえると、５ヵ年を通じ、
全体として研究の構成については、中期目標
を十分達成している。

・内外の環境分野の研究機関との
連携・協力状況(第2期中期目標期
間の終了年度末の研究協定数を第
1期中期目標期間終了年度末の協
定数から1.5倍にする。第2期中期目
標期間中の海外からの研究者・研
修生の受入の合計数を、第1期中期
目標期間中の合計数から増加させ
る。)

　

・意欲及び能力を向上させる研究環
境の充実状況

③高い研究の質を確保し、創造的な
研究活動を展開するためには、あら
ゆる局面で競争原理が働き、個人及
び研究グループの能力が最大限に
発揮されるシステムを構築すること
が有効である。このため引き続き所
内において切磋琢磨して研究を実施
する環境の醸成に努める。具体的に
は、競争的な外部研究資金を積極的
に確保するほか、国環研内において
も、所内公募と評価に基づき運営さ
れる所内公募研究制度を引き続き実
施するなど、意欲及び能力を向上さ
せる研究環境を充実する。

④国環研のリーダーシップにより、内
外の環境分野の研究機関との連携・
協力を推進する。国内においては、
他の研究機関(独立行政法人、大
学、地方自治体環境研究機関、民間
企業等)との共同研究を通じて環境
研究全体のレベルアップを図る。ま
た、環境問題には国境がなく、その
解決のためには国際的な取組が不
可欠となることから、海外の研究者、
研究機関及び国際研究プログラムと
の積極的な連携を推進するとともに、
国際的な環境問題に対応するため
の研究活動の国際化、環境技術の
国際交流等に取り組む。特に我が国
と密接な関係にあるアジア地域等に
おいて、国環研が中心となって環境
研究の国際的な連携を確保する。具
体的には、以下の取組を進める。

③高い研究の質を確保し、創造的な
研究活動を展開するためには、あら
ゆる局面で競争原理が働き、個人及
び研究グループの能力が最大限に
発揮されるシステムを構築することが
有効である。このため引き続き所内
において切磋琢磨して研究を実施す
る環境の醸成に努める。具体的に
は、競争的な外部研究資金を積極的
に確保するほか、所内においても、
所内公募と評価に基づき運営される
所内公募研究制度を引き続き実施す
るなど、意欲及び能力を向上させる
研究環境を充実する。

④国環研のリーダーシップにより、内
外の環境分野の研究機関との連携・
協力を推進する。国内においては、
他の研究機関(独立行政法人、大
学、地方自治体環境研究機関、民間
企業等)との共同研究を通じて環境研
究全体のレベルアップを図る。また、
環境問題には国境がなく、その解決
のためには国際的な取組が不可欠と
なることから、海外の研究者、研究機
関及び国際研究プログラムとの積極
的な連携を推進するとともに、国際的
な環境問題に対応するための研究活
動の国際化、環境技術の国際交流な
どに取り組む。第2期中期目標期間
においては、研究協力協定等に基づ
く国際共同研究等の多様性を高め、
第1期中期目標期間に比べて実施数
を増加させることとする。

・海外の研究機関との研究を円滑に
進める観点から、研究協力協定等に
基づく国際共同研究等を推進するこ
ととし、第2期中期目標期間終了年度
末の協定数を、第1期中期目標期間
終了年度末の協定数から、1.5倍に
増加させる。
・海外からの研究者・研修生の受入
数について、第2期中期目標期間中
の合計数を、第1期中期目標期間中
の合計数から増加させる。
・国際機関・国際研究プログラムに積
極的に参画し、国際的な環境研究の
推進に貢献する。

 
(2)研究の構成
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①重点研究プログラム A A A A A A

ア.地球温暖化研究プログラム

 

以下の重点特別研究プロジェクトの
実施状況・成果等
(第三者の評価・意見を踏まえた評
価)
・地球温暖化研究プログラム
・循環型社会研究プログラム
・環境リスク研究プログラム
・環境リスク研究プログラム
・アジア自然共生研究プログラム

ア.地球温暖化研究プログラム
・温室効果ガスの長期的濃度変動メ
カニズムとその地域特性の解明
・衛星利用による二酸化炭素等の観
測と全球炭素収支分布の推定
・気候・影響・土地利用モデルの統合
による地球温暖化リスクの評価
・脱温暖化社会の実現に向けたビ
ジョンの構築と対策の統合評価

　10年先の在るべき環境や社会
の姿及び課題を見越して、環境
政策立案に資するため、国環研
が集中的・融合的に取り組むべ
き研究課題として、以下の4つの
重点研究プログラムを設定す
る。各プログラムは別表に掲げ
る中核研究プロジェクトを中心に
重点的に予算と研究者の配分を
行い、それぞれの方向性、到達
目標の達成を図る。

　全地球的な環境の健全性を確保
し、持続可能な社会を構築するため
に、10年先に在るべき環境や社会の
姿及び課題を見越して、環境政策に
資するため、国環研が集中的・融合
的に取り組むべき研究課題として、
以下の4つの重点研究プログラムを
設定する。
　各プログラムは、中核研究プロジェ
クトを中心に重点的に予算と研究者
の配分を行い、別表1のとおり設定し
た中核研究プロジェクトの方向性、到
達目標の達成を図る。これらのほ
か、重点研究プログラムと関連する
関連研究プロジェクト(別表2)及び重
点研究プログラムにおけるその他の
活動(別表3)を実施する。

 
①重点研究プログラム

ウ.環境リスク研究プログラム
・化学物質曝露に関する複合的要因
の総合解析による曝露評価
・感受性要因に注目した化学物質の
健康影響評価
・環境中におけるナノ粒子等の体内
動態と健康影響評価
・生物多様性と生態系機能の視点に
基づく環境影響評価手法の開発
　これらと併せて、環境政策における
活用を視野に入れて、環境リスク評
価手法の高度化に関する研究並び
に環境リスク関連情報の蓄積及び提
供を行うとともに、環境リスク評価の
実施等の実践的な課題に対応する。

イ.循環型社会研究プログラム
・近未来の資源循環システムと政策・
マネジメント手法の設計・評価
・廃棄物系バイオマスのWin-Win型資
源循環技術の開発
・資源性・有害性をもつ物質の循環
管理方策の立案と評価
・国際資源循環を支える適正管理
ネットワークと技術システムの構築

エ.アジア自然共生研究プログラム
・アジアの大気環境評価手法の開発
・東アジアの水・物質循環評価システ
ムの開発
・流域生態系における環境影響評価
手法の開発

エ.アジア自然共生研究プログラ
ム

ウ.環境リスク研究プログラム

イ.循環型社会研究プログラム

全地球的な環境の健全性を確保し、持続可能
な社会を構築するために設定された４つの重
点研究プログラムについては、プログラムに
よっては年次評価を受けての研究方向の絞り
込み等も行われた結果、5年間を通じた目標期
間中の事後外部評価は、5点満点で平均評点
が4.1～4.7点と高い評価を受けており、適切に
進められていると評価できる。
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②基盤的な調査・研究活
動

A A A A A A

A A A A A A

以下の基盤的な調査・研究活動の
実施状況及び成果等
・持続可能な社会を構築するための
政策提言に結びつく研究等
・様々な化学分析の高度化、複合化
の推進・分析手法のシステム化等
・環境ストレスがヒトに及ぼす健康影
響の評価に関する研究等
・大気環境計測・解析手法の開発・
高度化、大気中での化学・物理過程
のモデル化、大気微量成分の分布
と動態解明に関する研究等
・水循環に関する長期モニタリング、
現象解明、影響評価、対策効果に
関する研究等
・生態系の構成要素の保全，及び要
素間の相互作用に関する研究等
・地球環境の監視・観測技術やデー
タベースの開発、高度化に関する研
究等

知的研究基盤の整備状況及び所外
への提供状況

(環境研究基盤技術ラボラトリーにお
ける下記の状況)
・環境標準試料・分析用標準物質の
作製及び環境試料の長期保存
・環境測定等に関する標準機関とし
ての機能
・環境微生物の探索・収集及び保
存、絶滅の危機に瀕する野生生物
種の細胞・遺伝子の保存等

(地球環境研究センターにおける下
記の状況)
・地球環境のモニタリングの実施、
地球環境データベースの整備、地
球環境研究の総合化及び支援

　長期的な視点に立って、先見的な
環境研究に取り組むとともに、新たに
発生する重大な環境問題及び長期
的、予見的・予防的に対応すべき環
境問題に対応するため、環境研究の
基盤となる研究及び国環研の研究能
力の向上を図るため、以下の基盤的
な調査・研究、創造的・先導的な研究
及び手法開発(以下、「基盤的な調
査・研究」という。主な調査・研究活動
は別表4を参照。)を推進する。

③知的研究基盤の整備③知的研究基盤の整備

　長期的な視点に立って、先見
的な環境研究に取り組むととも
に、新たに発生する重大な環境
問題及び長期的、予見的・予防
的に対応すべき環境問題に対
応するため、環境研究の基盤と
なる研究及び国環研の研究能
力の向上を図るための基盤的な
調査・研究、創造的・先導的な研
究及び手法開発(以下、「基盤的
な調査・研究」という。)を充実さ
せる。具体的には、安全・安心・
快適な社会環境の創造、化学分
析の高度化、環境ストレスの健
康影響評価とその手法、都市域
から地球規模に至る大気環境
の管理、流域圏の環境管理、生
態系と生物多様性の保全・管
理、地球環境の監視･観測手法
及び資源循環・廃棄物対策に関
する研究について、基盤的な調
査・研究を環境政策との関連を
明確にしながら推進する。

②基盤的な調査・研究活動

　国環研内外の様々な研究の効率
的な実施及び研究ネットワークの形
成に資するため、以下のような知的
研究基盤の整備(別表5)を行う。これ
らの知的研究基盤については、可能
な範囲で、国環研内外の関係機関を
始めとして、広く一般の利用に供す
る。また、地球環境のモニタリングに
関しては、第2期期間中に衛星による
温室効果ガス・モニタリングデータの
関係機関への提供開始を目指す。

　国環研内外の様々な研究の効
率的な実施及び研究ネットワー
クの形成に資するため、地球環
境の戦略的なモニタリングと
データベース構築、資源循環･
廃棄物管理、環境リスクに関す
るデータベース等の作成、環境
標準試料等の作製、環境試料
の長期保存(スペシメンバンキン
グ)、絶滅の危機に瀕する野生
生物種の細胞・遺伝子の保存等
により知的研究基盤の整備を行
う。これらの知的研究基盤につ
いては、可能な範囲で、研究所
内外の関係機関を始めとして、
広く一般の利用に供する。さら
に、我が国における環境測定等
に関する標準機関(レファレン
ス・ラボラトリー)としての機能を
強化する。

環境研究の基盤となり、研究所の研究能力を
向上させる役割を担う基盤的な調査・研究活
動においては、長期的な視点に立って、先見
的な環境研究に取り組み、基盤研究での課題
が次の第3期中期計画での課題対応型プログ
ラムに選ばれる課題もあるなど、萌芽的研究と
しての役割も果たしており、着実に進展してい
ることから、中期目標を十分達成している。ま
た、第2期中期目標期間を通じた事後外部評
価においても、5点満点で平均4.3点と高い評
価を得ている。

知的基盤の整備は、国の研究所でなければ維
持出来ない長期的な視野に立った事業を実施
しており、地球環境の戦略的なモニタリングと
データベース構築、環境標準試料等の作製な
ど、外部評価においても高い評価を得ており、
中期目標を十分達成している。
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A A A A A A

・外部専門家による外部研究評価
の実施及び結果の公表状況
・評価結果の研究資源の配分等の
業務運営の的確な反映状況
・アウトプットとともにアウトカムにつ
いての評価状況
・評価に関する合理的な指標の設
定状況
・基盤的な調査・研究の客観的な評
価状況

ア.環境標準試料及び分析用標準物
質の作製並びに環境試料の長期保
存(スペシメンバンキング)
イ.環境測定等に関する標準機関(レ
ファレンス・ラボラトリー)としての機能
の強化
ウ.環境保全に有用な環境微生物の
探索、収集及び保存、試験用生物等
の開発及び飼育・栽培並びに絶滅の
危機に瀕する野生生物種の細胞・遺
伝子保存エ.地球環境の戦略的モニ
タリングの実施、地球環境データ
ベースの整備、地球環境研究の総合
化及び支援
オ.資源循環・廃棄物管理に関する
データベース等の作成
カ.環境リスクに関するデータベース
等の作成

例えば、環境保全に有用な環境
微生物等の保存については、中
期目標中に、1，500株(現在1，
000株)の保存、絶滅の危機に瀕
する野生生物200種の体細胞、
生殖細胞及び遺伝子の保存、
絶滅の危機に瀕する水生植物
50種の保存を実施する。

(3)研究成果の評価・反映(3)研究の評価

　研究成果を適切に評価するこ
とは、国民に対する説明責任を
果たすためだけでなく、研究の
重点的・効率的な推進及び質の
向上、研究者の意欲の向上、環
境政策への的確な貢献等を図
る上で極めて重要である。また、
評価結果を適切に予算、人材等
の配分にフィードバックすること
により、研究を更に重点的・効率
的に行うことにつなげるという好
循環を生起させる。

　研究課題について、研究評価を実
施するための要領を作成し、これに
基づき国環研内及び外部専門家に
よる評価を行い、その結果を研究活
動に適切にフィードバックする。
具体的には、以下とおり研究評価を
実施する。

・研究所内の評価のほか、外部
専門家を評価者として選任し、
評価方法を定めた実施要領に
基づいて適正に外部研究評価
を実施し、その結果を公表する。
・評価結果を、研究資源の配分
等業務運営に的確に反映させ
る。
・個別の研究課題の評価は、研
究の直接の結果(アウトプット)と
ともに、国内外の環境政策への
反映、環境研究への科学的貢
献等、得るべき成果(アウトカム)
についても評価する。
・評価の方法に関しては、①科
学的、学術的な観点、②環境問
題の解明・解決への貢献度、③
環境行政や国際的な貢献度等
の観点から、合理的な指標を定
め、各業務を総合的に評価する
方法を設定する。また、基盤的
な調査・研究においても、上記
の観点から、国環研の役割を明
確にして、客観性のある方法で
評価を行い、結果を公表する。

・国環研内の評価のほか、外部専門
家を評価者として選任し、評価方法
を定めた実施要領に基づいて適正に
外部研究評価を実施し、その結果を
公表する。
・評価結果を、研究資源の配分等業
務運営に的確に反映させる。
・個別の研究課題の評価は、研究の
直接の結果(アウトプット)とともに、国
内外の環境政策への反映、環境研
究への科学的貢献等、得るべき成果
(アウトカム)についても評価する
・評価の方法に関しては、①科学的、
学術的な観点、②環境問題の解明・
解決への貢献度、③環境行政や国
際的な貢献度等の観点から、合理的
な指標を定め、各業務を総合的に評
価する方法を設定する。また、基盤
的な調査・研究においても、上記の
観点から、国環研の役割を明確にし
て、客観性のある方法で評価を行
い、結果を公表する。

国及び法人の設定した評価基準により研究所
内外の評価委員会が適切に機能し、毎年の評
価及び次年度の資源配分を含む各評価への
対応が行われ、これらの内容は公開されてい
る。さらに中期目標期間全体における事後外
部評価も適切に行われているなど、中期目標
を十分達成している。また、研究課題の評価に
は国内外の環境政策への反映などの政策的
な研究としての視点も含まれている。 なお、次
期においては、中期目標の達成状況につい
て、外国人等を含めた客観性の高い評価が予
定されおり、その確実な履行が期待される。
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A A A A B Ａ

A A A A Ｂ Ｂ

A B S S B Ａ

・様々なセクターが提供する環境情
報の収集及びインターネットなどを
通じての案内・提供状況
・環境情報のポータルサイトを目指
したホームページの整備・運用・機
能追加(第2期中期目標期間終了年
度における関連ホームページ利用
件数を、第1期中期目標期間終了年
度に比べ5割以上の増加を目指
す。)

単年度の評価はバラツキが生じているが、環
境保全に関する研究及び技術開発に関する
ホームページの利用件数については、第１期

2.環境情報の収集・整理・提供に関
する業務

2.環境情報の収集・整理・提供に関する業
務

　環境研究に関する情報、環境
行政に関する情報その他の環
境に関する国内外の情報を収
集・整理し、国民に分かりやすく
伝えるため、国内外の関係機関
等との連携を確保しつつ、国環
研の研究体制及び業務の充実
を図る。

　国民及び事業者の環境問題に関
する理解を深め、自発的な環境保全
活動等を促進する上で、環境に関す
る正確な情報の提供は不可欠であ
る。このため、国内・国外の環境情報
を体系的に収集・整理し、インター
ネット等を通じて、できるだけ分かり
やすく提供する。なお、情報の提供に
当たっては、利用者との双方向的コ
ミュニケーションの充実に努めること
とする。

(1)環境に関する総合的な情報の提
供

　具体的には、インターネット等
を介した総合的な環境情報提供
システムの運用を引き続き行う
とともに、その充実を図る。ま
た、環境研究・環境技術に関す
る情報についてもインターネット
等を介した提供を行う。さらに、
環境の状況を正確かつ分かりや
すく提供するため、環境数値
データベースの整備を進めると
ともに、環境の状況を目に見え
る形で提供することが可能な環
境国勢データ地理情報システム
(環境ＧＩＳ)を引き続き構築し、イ
ンターネット等を介して広く国民
に提供する。なお、これらの情報
の提供に当たっては、利用者と
の双方向的コミュニケーションの
充実に努める。
　これらにより、第2期中期目標
期間終了年度における関連
ホームページの利用件数(ペー
ジビュー)が、第1期中期目標期
間終了年度に比べ5割以上の増
加となることを目指す。

　国民の環境保全活動の推進等の
ため、様々なセクターが提供する環
境情報を収集し、インターネット等を
通じてそれらを広く案内・提供する。
このため、環境情報のポータルサイト
(総合案内所)を目指したホームペー
ジを整備・運用する。提供情報が正
確で分かりやすく有用なものとなるよ
う、利用者のニーズの把握、必要な
情報素材の効率的な収集、収集した
情報素材の適切な整理・加工等に努
める。また、環境問題に関する質問と
その回答、環境問題に関するイベン
ト情報の提供等利用者同士の交流
の場としての活用がより充実するよ
う、適宜、ホームページの機能追加
等を行う。これらにより、第2期中期
目標期間終了年度における関連
ホームページの利用件数(ページ
ビュー)が、第1期中期目標期間終了
年度に比べ5割以上の増加となるこ
とを目指す。

(2)環境研究・環境技術に関する情報
の提供

国環研は我が国を代表する環境研究機関とし
て多くの環境に関する情報を社会に発信して
いる。これらの各事項毎の評価を踏まえると、
国環研のホームページの利用件数について
は、サイトの見直しが行われたこともあり認知
度が低下したものの、環境保全に関する研究
及び技術開発に関するホームページの利用件
数及び、環境国勢データ地理情報システムの
利用件数については、中期目標を十分達成し
ている。なお、環境情報の発信に関しては、コ
ンテンツのさらなる充実とともに利用者への利
便性の配慮が必要である。

ホームページの利用件数については、第２期
中期目標期間中にサイトの見直しが行われた
ことにより、政策目標が変更となった。新しい
政策目標の見地からは適切なパフォーマンス
であると評価できるものの、相対的に認知度
が低下したことは否定できない。今後は利用
者のニーズを踏まえコンテンツの充実を図り、
また、イベントを利用した普及活動等を行うな
ど、改善が求められる。
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A A B A Ａ Ａ

A A A A Ａ A

各事項毎の評価を踏まえると、５ヵ年を通じ、
全体として研究成果の積極的な発信と社会貢
献の推進を図り、中期目標を十分達成してい
る。

A A A A Ａ A

中期目標期間終了年度に比べて５割以上の
利用件数となっており、中期目標を達成してい
る。

・環境国勢データ地理情報システム
(環境GIS)の整備・運用・機能強化
(第2期中期目標期間終了年度にお
ける関連ホームページ利用件数を、
第1期中期目標期間終了年度に比
べ5割以上の増加を目指す。)

・環境保全に関する研究及び技術
開発に関するホームページの整備、
運用(第2期中期目標期間終了年度
における関連ホームページ利用件
数を、第1期中期目標期間終了年度
に比べ5割以上の増加を目指す。)

　環境保全に貢献する技術の普及に
資するため、環境保全に関する研究
及び技術開発に係る情報を収集・整
理しインターネットを通じて提供する
ホームページを整備・運用する。この
ホームページの中心的なコンテンツ
として、環境技術の開発状況等に関
する最新ニュース及び先端的技術の
分かりやすい解説を掲載するほか、
環境研究・環境技術に関するできる
だけ幅広い情報を利用しやすい形で
提供するよう努める。なお、国環研の
研究に関する情報の提供について
は、下記3の(1)による。
　これらにより、第2期中期目標期間
終了年度における関連ホームページ
の利用件数(ページビュー)が、第1期
中期目標期間終了年度に比べ5割以
上の増加となることを目指す。

(3)環境の状況等に関する情報の提
供

　我が国の大気汚染、水質汚濁等の
環境の状況に関する基本的なデータ
について、データベース化を進めると
ともに、それらを地図やグラフの形で
分かりやすく表示する環境国勢デー
タ地理情報システム(環境ＧＩＳ)の整
備・運用を行う。環境ＧＩＳの整備・運
用に当たっては、利用者のニーズや
使いやすさを考慮したコンテンツの拡
充、機能強化等に努める。
　また、環境ＧＩＳの基盤を活用するな
どして、環境省等他機関の情報提供
システムの開発・運用に係る受託・請
負業務を行う。
　これらにより、第2期中期目標期間
終了年度における関連ホームページ
の利用件数(ページビュー)が、第1期
中期目標期間終了年度に比べ5割以
上の増加となることを目指す。

3.研究成果の積極的な発信と社会貢
献の推進

3.研究成果の積極的な発信と社会貢献の
推進

(1)研究成果の提供等 (1)研究成果の提供等
①マスメディアやインターネットを通じた情報の
提供
論文発表に加えてマスメディアへの積極的な
情報提供によるわかり易い研究成果の普及が

環境国勢データ地理情報システムに関するサ
イトの利用件数については、第１期中期目標
期間終了年度に比べて５割以上の利用件数と
なっており、中期目標を達成している。
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・マスメディアやインターネットを通じ
た情報の提供(第2期中期目標期間
中のプレスリリース件数の合計数
を、第1期中期目標期間中の2倍に
するとともに、第2期中期目標期間
終了年度における国環研ホーム
ページの利用件数(ページビュー)
が、第1期中期目標期間終了年度に
比べ5割以上の増加とする。)

　環境問題に関する科学的理解
と研究活動についての国民の理
解の向上を図るため、研究活
動・研究成果の積極的な発信に
努める。その際、専門的知識を
持たない主体に対しても、分か
りやすく正確に説明できるよう、
インタープリテーション機能(翻
訳・解説機能)の強化に努める。
　国環研の広報にあたっては、
年度ごとに広報計画を策定し、
種々の広報手段を用いて様々
な主体のニーズに応じた情報を
適切に提供する。さらに、地域
社会に根ざした法人としての役
割と責任を踏まえた広報活動に
も心がける。

　市民の環境保全への関心を高め、
環境問題に関する科学的理解と研
究活動の理解の増進を図るため、プ
レスリリースや公開シンポジウム等を
通じ、研究活動・研究成果の積極的
な発信に努める。その際、環境研究
の専門的知識を持たない主体に対し
ても、研究成果やその活用可能性を
分かりやすく正確に説明できるよう、
インタープリテーション機能(翻訳・解
説機能)の強化に努める。
　国環研の広報にあたっては、職員
の意識向上を図るとともに、年度ごと
に広報計画を策定し、種々の広報手
段を用いて様々な主体のニーズに応
じた情報を適切に提供する。さらに、
地域社会に根ざした法人としての役
割と責任を踏まえた広報活動にも心
がける。これらの広報活動について
は、外部専門家の意見も聴取しつ
つ、より効果的なものとなるように努
める。
　具体的には、以下により研究活動・
研究成果に関する情報を幅広く提供
する。

　具体的には、調査・研究の成
果を
・研究所年報の発行(会計年度
終了後概ね3ヶ月以内)
・研究成果報告書の発行(研究
終了後概ね6ヶ月以内)
等により公開・提供するほか、広
報誌やインターネットを介して国
民に分かりやすい形で広く普及
する。
　また、個別の研究成果につい
ては、学会誌、専門誌等での誌
上発表や、関連学会、ワーク
ショップ等での口頭発表等を通
じて普及を図ることとし、国環研
全体として、第2期中期目標期
間中の査読付き発表論文数、誌
上発表件数及び口頭発表件数
を、それぞれ第1期中期目標期
間中の合計数より増加させる。

①マスメディアやインターネットを通じ
た情報の提供

ア.研究活動・研究成果に関する正確
で、新鮮かつ興味深い情報をマスメ
ディア(プレスリリース)、インターネット
等を通じて積極的に発信する。(具体
的には、第2期中期目標期間中のプ
レスリリース件数の合計数を、第1期
中期目標期間中の2倍にするととも
に、第2期中期目標期間終了年度に
おける国環研ホームページの利用件
数(ページビュー)が、第1期中期目標
期間終了年度に比べ5割以上の増加
となることを目指す。)
イ.インターネットの特性を活かし、利
用者との双方向的な情報交換にも留
意した迅速かつ頻繁な情報提供に努
める。

ウ.ホームページから研究者向けの
有用なデータ等をダウンロードできる
機能を充実し、幅広い主体への研究
成果の普及を念頭に置いたコンテン
ツ作成を行う。
エ.収集データを分かりやすく解析・加
工したコンテンツ、社会的に関心の
高いテーマについて、研究成果等を
踏まえ、分かりやすく解説するコンテ
ンツ、子ども向けのコンテンツ等の拡
充を進める。

情報提供によるわかり易い研究成果の普及が
行われた。中でもプレスリリースは前期に比べ
て2.5倍と大きく増え目標を達成している。一
方、インターネットでのＨＰの利用件数は、3割
増加したが目標の5割には至らなかった。

②刊行物等を通じた研究成果の普及
　研究成果をわかりやすく解説した研究情報
誌として「環境儀」を刊行し、研究の普及に努
めている。

③発表論文、誌上発表及び口頭発表の推進
　第２期中期目標期間での学術分野における
発表論文数、誌上発表件数、口頭発表件数に
ついては、これらすべてが平成13年度から17
年度までの第１期の年間平均値を上回った。
欧文の論文数も増えていることは評価できる。
今後も、研究成果を国際的に発信するため
に、できるだけ欧文での論文発表が望まれる。
また、それらの内容、質的レベルに関しても何
らかの自己点検が望まれる。

こうしたことから、中期目標を十分達成してい
る。
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A A A A Ａ A

A A A A Ａ A

・研究成果の国民への普及・還元状
況(公開シンポジウム、研究施設公
開、各種イベント、プログラムの参
画、視察・見学者への対応)

・刊行物などを通じた研究成果の普
及

②刊行物等を通じた研究成果の普
及
　対象に応じた刊行物、パンフレット
等を作成し、研究活動・研究成果の
解説・普及に努める。
ア.研究報告、特別研究報告、業務報
告
イ.年報　(日本語版・英語版)
ウ.最新の研究成果を分かりやすく解
説した研究情報誌「環境儀」(年4回)、
「国立環境研究所ニュース」(年6回)
等
エ.各種パンフレット・ニュースレター

③発表論文、誌上発表及び口頭発
表の推進
　個別の研究成果の発表について、
論文の質も考慮しつつ、第2期中期
目標期間中の査読付き発表論文数、
誌上発表件数及び口頭発表件数を、
それぞれ第1期中期目標期間中の合
計数より増加させる。

(2)研究成果の活用促進 (2)研究成果の活用促進

　産学官交流の促進等を通じ
て、研究成果の活用促進に努め
る。また、知的財産に係る管理
機能を強化し、知的財産の創出
及び適正な管理の充実を図り、
研究成果を社会に移転させる取
組を推進する。

　産学官交流の促進等を通じて、研
究成果の活用促進に努める。また、
知的財産に係る管理機能を強化し、
知的財産の創出及び適正な管理の
充実を図り、研究成果を社会に移転
させる取組を推進する。

(3)社会貢献の推進 (3)社会貢献の推進

　国環研の研究成果の国民へ
の普及・還元を通じて、社会に
貢献するよう努める。具体的に
は成果発表会・公開シンポジウ
ムの開催(年1回以上)、一般の
国民を対象とした見学会の積極
的な実施と対応及び普及啓発、
並びに各種のシンポジウム、
ワークショップ等の実施や参画
を通じた成果の分かりやすい説
明及び環境教育活動への取組
を一層進める。

　国環研の研究成果の国民への普
及・還元を通じて、社会に貢献するよ
う努める。具体的には、以下の取組
を推進する。
①研究成果の国民への普及・還元
　環境問題に対して、科学的に解明
されている範囲を分かりやすく説明
することにより社会における情報不
足に対する不安を取り除くとともに、
現状で最良と考えられる解決策を提
示する。
ア.公開シンポジウム(研究成果発表
会)、研究施設公開の実施
イ.各種イベント、プログラムへの参画
ウ.研究所視察者・見学者の対応

・発表論文、誌上発表及び口頭発表
の推進状況(第2期中期目標期間中
の査読付き発表論文数、誌上発表
件数及び口頭発表件数を、それぞ
れ第1期中期目標期間中の合計数
より増加させる。)

・産学官交流の促進等を通じた研究
成果の活用促進状況
・知的財産に係る管理機能の強化
による知的財産の創出及び適正な
管理の充実状況

①研究成果の国民への普及・還元
　環境問題のシンポジウム、各種イベント・プロ
グラムへの参画等について、積極的な活動を
展開している。所内視察者・見学者への対応
等についての実績が上がっている。

②環境教育及び環境保全の取組の推進
　高校生など次代を担う青少年を対象に、環
境保全に関する普及・啓発・教育を目的とし
て、サイエンスキャンプ等の教育プログラムに
参加している。

こうしたことから、中期目標を十分達成してい
る。

企業、大学との間の連携、大学との教育・研究
交流について、積極的かつ継続的に実施して
いることから、中期目標は十分達成している。
一方、知的所有権については、国環研での研
究が技術開発を目的とした課題が少ないこと
もあり、その件数があまり大きくないことは理
解出来るが、これらの知的所有権は活用され
てこそ意義があるものなので適切な管理が必
要である。また、性質上、民間移転が困難なも
のが多いが、民間移転の努力も引き続き行う
ことが重要である。
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A A A A Ａ A

A A A A Ａ A

各事項毎の評価を踏まえると、５ヵ年を通じ、
全体として業務運営の効率化を図り、中期目
標を十分達成している。

A A A A Ａ A

・環境教育及び環境保全の取組の
推進状況(積極的な啓発活動・環境
教育の実施、市民やNGO等との連
携)

　環境省等が開催する各種会議
への参画等を通じて、国環研の
研究成果が環境政策立案に貢
献するように努める。具体的に
は、各種審議会等に委員として
参加する職員について、第2期
中期目標期間中の延べ人数を、
第1期中期目標期間中の延べ人
数より増加させ、研究成果の環
境政策への反映に努める。

　環境省等が開催する各種会議への
参画等を通じて、国環研の研究成果
が環境政策立案に貢献するように努
める。具体的には、各種審議会等に
委員として参加する職員について、
第2期中期目標期間中の延べ人数
を、第1期中期目標期間中の延べ人
数より増加させ、研究成果の環境政
策への反映に努める。また、環境分
野に関連する科学技術等の政策立
案についても、関係審議会等への参
画を通じて幅広く貢献する。

②環境教育及び環境保全の取組の
推進
ア.環境問題の解決のためには、社
会構造やライフスタイルの変革等市
民の具体的な行動に結びつけること
が重要であることから、第1の2の環
境情報の提供のほか、積極的な啓
発活動・環境教育に取り組む。
イ.環境問題に取り組む市民やＮＧＯ
等に対して、適切な助言を行うほか、
必要に応じて共同研究を実施するこ
と等により一層の連携を図り、地域
や社会における環境問題の解決に
貢献する。

(4)環境政策立案への貢献 (4)環境政策立案への貢献

　国環研の資源を戦略的かつ機動的
に活用し、独立行政法人化の要請で
ある効率化と環境研究等の充実・強
化の両立を図るため、適切な研究組
織及びその支援体制等の編成を行
う。

(1)重点研究プログラムを集中的に推
進するための体制を整備する。
(2)基盤的な調査・研究、創造的、先
導的研究及び手法開発に取り組む
ために必要な研究領域を置く。
(3)国環研内外の様々な研究の効率
的な実施や研究ネットワークの形成
に資するため、知的研究基盤の体制
を整備する。
(4)環境保全に関する国内及び国外
の情報の収集、整理及び提供を行う
体制を整備する。

　独立行政法人化の要請である効率
化と環境研究等の充実・強化の両立
を図るため、次の諸点に留意しつつ、
適切な体制の確立を図る。
　なお、体制については、絶えず検討
を行い、必要に応じ見直しを行う。
・重点研究プログラムへの重点的な
研究者の配置と、各研究領域におけ
る基盤的な調査・研究の充実を同時
に進める体制を確保するなど、当該
体制は、第2に掲げる目標を確実に
達成できるものとすること。
・理事長の指導のもと、独立行政法
人としての自立した運営が可能な組
織とすること。特に管理部門について
は、業務の見直し、業務分担の整理
等により業務の効率化を図り、研究
企画・推進機能を強化すること。

1.戦略的かつ機動的な組織の編成 1.戦略的かつ機動的な組織の編成

第3　業務運営の効率化に関する事項 第2  業務運営の効率化に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

・重点研究プログラムを集中的に推
進するための体制の整備・運営状
況
・基盤的な調査・研究、創造的、先
導的研究及び手法開発に取り組む
体制の整備・運営状況
・国環研内外の様々な研究の効率
的な実施や研究ネットワークの形成
に資するための知的研究基盤の体
制の整備・運営状況
・環境保全に関する国内及び国外
の情報の収集、整理及び提供を行
う体制の整備・運営状況
・国環研の活動を戦略的に支える企
画・評価体制、効率的な運営や知的
財産を適切に管理するための体
制、広報・アウトリーチ活動を実施す
る広報体制、コンプライアンスの徹
底のための業務管理体制の整備・
運営状況

・研究成果による環境政策立案の
貢献状況(各種審議会等に委員とし
て参加する職員について、第2期中
期目標期間中の延べ人数を、第1期
中期目標期間中の延べ人数より増
加させる。)

4つの重点的プログラムについては、責任ある
推進体制が構築されている。コンプライアンス
に関しては、そのチェック体制が整備・確認さ
れ、新規採用者についてもその周知徹底が図
られたことから、中期目標を十分達成してい
る。

審議会等への職員の参画延べ人数は、第1期
中期目標期間2，452人に対し、第2期中期目
標期間は3，128人と増加してる。また、国環研
の研究成果は、環境省が進める多くの環境政
策に科学的基盤を提供している。これらを総合
すると、国環研の研究成果や知見が環境行政
の取組に反映されていると判断され中期目標
を十分達成している。なお、平成22年度からス
タートした環境省の「子供の健康と環境に関す
る全国調査」についても、国環研はそのコアセ
ンターとして重要な役割を果たしている。
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A A A A A A

B A B B B B

・多様な雇用形態の人材間の調和
・女性研究者の積極的な採用
　管理部門については、研修制度の
充実や財務会計、人事、広報等の幅
広い分野において高度技能専門員
の積極的な活用を図るなどにより事
務処理能力の向上に努める。
職務業績評価については、本人の職
務能力の向上や発揮、国環研の的
確な業務遂行に資するよう適宜見直
しを行う。

(5)そのほか、国環研の活動を戦略
的に支える企画・評価体制、効率的
な運営や知的財産を適切に管理する
ための体制、広報・アウトリーチ活動
を実施する広報体制、コンプライアン
スの徹底のための業務管理体制を
再整備する。
　なお、体制については、絶えず検討
し、必要に応じ見直しを行い、理事長
の指導のもと、独立行政法人として
の自立した運営が可能な組織とす
る。特に管理部門については、業務
の見直し、業務分担の整理等により
業務の効率化を図り、研究企画・推
進機能を強化する。

2.人材の効率的な活用 2.人材の効率的な活用

　長期的な研究戦略及び社会ニーズ
に基づく戦略的・機動的な組織編成
を踏まえ、人的資源の重点的配分を
行うほか、国内外の学界、産業界等
からの幅広く優れた研究者の登用を
図ること等により、既存の人材の活
性化・有効活用を含め、流動的で活
性化された研究環境の実現に留意し
た人事管理を行い、人材の効率的活
用を図る。その際、以下の点につい
て、配慮し、検討する。
・非公務員型の独立行政法人として
のメリットを活かした柔軟な採用や人
事交流の推進
・多様で多才な個々の研究者が意欲
と能力を発揮できる環境の形成
・研究者のキャリアパス及び併任制
度の在り方
　

3.財務の効率化 3.財務の効率化

　国内外の学界、産業界等から幅広
く優れた研究者の登用を図ること等
により、既存の人材の活性化・有効
活用を含め、流動的で活性化された
研究環境の実現に留意した人事管
理を行い、人材の効率的活用を図
る。
　人材の活用、育成に際しては、以下
の点について、配慮し、検討する。
・非公務員型の独立行政法人として
のメリットを活かした柔軟な採用や人
事交流の推進
・多様で多才な個々の研究者が意欲
と能力を発揮できる環境の形成
・研究者のキャリアパス及び併任制
度の在り方
・多様な雇用形態の人材間の調和
　管理部門については、研修制度の
充実や専門的な知識・能力を有する
外部人材の活用等により、事務処理
能力の向上を図る。

運営状況
・適正な組織運営のため、監事の在
り方も含めた、内部統制体制の状況

・非公務員型の独立行政法人として
のメリットを活かした柔軟な採用や
人事交流の推進の状況
・多様で多才な個々の研究者が意
欲と能力を発揮できる環境の形成
の状況
・研究者のキャリアパス及び併任制
度の整備・運営状況
・多様な雇用形態の人材間の調和
状況
・女性研究者の積極的な採用状況
・管理部門における事務処理能力
の向上状況
・職務業績評価の見直し状況

①人件費の削減
　総人件費については、５％を超える削減を達
成するとともに、給与構造改革を踏まえた給与
体系の見直しを実施している。

契約職員等のフレキシブルな雇用形態の職員
の比率を高める等、非公務員型の独立行政法
人のメリットを生かした柔軟な採用が行われ
た。また、任期付職員の採用を増やし人材の
流動性を高めた。これらのことにより、中期目
標を十分達成している。なお、先進的な民間企
業のノウハウ等を参考にして、女性や外国人
研究者の積極的な採用・活用を進めることが
望ましい。
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A A A A Ａ A

A A A A Ａ A

・受託収入(競争的な外部研究資金
及び受託業務収入)については、国
環研の目的、使命に良く合致した資
金であるか否かを吟味した上で、そ
の確保に努め、着実な運営に努める
こととする。特に、競争的な外部資金
の第2期中期目標期間中の年平均額
は、第1期中期目標期間中の年平均
額と同等程度またはそれ以上を確保
する。
 このため、競争的な外部研究資金
の獲得を促進する方策を講じることと
する。

・国環研の知的・物的能力を、業務の
支障のない範囲で、所外の関係機関
に対して提供して収入を得ること等に
より、円滑な財務運営の確保に努め
る。

4.効率的な施設運用 4.効率的な施設運用

　施設等の活用状況を的確に把握
し、稼働状況に余裕のある施設等が
ある場合には、その有効活用を図る
など適切な措置を講じるとともに、計
画的な施設の保守管理を行う。

・大型研究施設等については、他機
関との共同利用や受託業務での利
用等を含め効率的かつ計画的な利
用を推進する。
・研究施設の重点的な改修を含めた
計画的な保守管理を行う。
　研究体制の規模や研究内容に見
合った研究施設のスペースの再配分
の方法を見直すなどにより、研究施
設の効率的な利用の一層の推進を
図る。

　予算の経済的な執行を行い支出の
削減に努め、第2期中期目標期間に
おいては、運営費交付金に係る業務
費のうち、毎年度業務経費について
は1％以上、一般管理費については
3％以上の削減を目指す。また、「行
政改革の重要方針」(平成17年12月
24日閣議決定)を踏まえ、第2期中期
目標期間において人件費削減の取
組を行うとともに、給与構造改革を踏
まえた給与体系の見直しを進める。
　さらに、文書の電子化の更なる推
進や会計処理等の事務の効率化に
資する新たなシステムの導入、業務・
事務フローの点検等により、事務処
理の迅速化・効率化に努める。

5.情報技術等を活用した業務の効率化

　所内ネットワークシステムの適切な
管理・運用等を行うとともに、各種業
務の効率化に資するシステムの開発
等を進める。
　また、主要な業務・システムの最適
化を実現するため、以下の事項に取
り組む。

　所内ネットワークシステムの適切な
管理・運用等を行うとともに、各種業
務の効率化に資するシステムの開発
等を進める。
　また、研究に必要な文献等の効率
的な入手のため、電子ジャーナルシ
ステムの利用を促進する。
　さらに、主要な業務・システムの最
適化を実現するため、以下の事項に
取り組む。

・予算の経済的な執行を行い支出の
削減に努め、第2期中期目標期間中
においては、運営費交付金に係る業
務費のうち、毎年度業務経費につい
ては1％以上、一般管理費について
は3％以上の削減を目指す。また、
「行政改革の重要方針」(平成17年12
月24日閣議決定)を踏まえ、第2期中
期目標期間において人件費を5％以
上削減するとともに、給与構造改革
を踏まえた給与体系の見直しを進め
る。
・文書の電子化の更なる推進や会計
処理等の事務の効率化に資する新
たなシステムの導入、業務・事務フ
ローの点検等により、事務処理の迅
速化・効率化に努める。

・予算の経済的な執行及び支出の
削減状況(第2期中期目標期間中
に、運営費交付金に係る業務費のう
ち、毎年度業務経費については1％
以上、一般管理費については3％以
上の削減を行う。)
・人件費の削減状況(第2期中期目
標期間中の人件費を5％以上削減)
・国家公務員と比べた給与水準の
状況
・事務処理の迅速化・効率化の状況
・競争的資金及び受託業務費等の
自己収入の確保状況(競争的な外
部資金の第2期中期目標期間中の
年平均額は、第1期中期目標期間
中の年平均額と同等程度またはそ
れ以上を確保する。)
・研究所の知的・物的能力の所外提
供及びその収入の確保状況
・契約に係る規程類の整備状況及
び、その運用状況
・契約事務手続きによる執行体制や
審査体制の状況
・監事による、入札・契約の適正な
実施についてのチェック状況
・当期総利益（又は当期総損失）発
生の要因分析の状況

・利益剰余金（又は繰越欠損金）の
計上妥当性の検証状況
・運営費交付金債務と業務運営との
関係についての分析状況

・大型実験施設の効率的かつ計画
的な利用の推進状況
・研究施設の効率的・計画的な保守
管理状況
・スペースの再配分等による研究施
設の効率的な利用の推進状況

・業務・システムに係る監査及び刷
新可能性調査の実施状況
・システム構成及び調達方式の抜本
的な見直しを行うとともに、徹底した
業務改革を断行し、システムコスト
削減、システム調達における透明性
の確保及び業務運営の合理化の実
現状況

体系の見直しを実施している。

②事務処理の迅速化・効率化
　事務処理の効率化及び予算執行管理体制
の充実を図るため、新たな会計システムへの
更新、人事・給与システムの構築を行ってい
る。

③受託収入
　受託収入等の自己収入はいずれにおいても
減少している。環境分野への比率の問題はあ
るとしても、国全体の競争的な研究資金の状
況を鑑みるならば、結果として国環研の自己
収入的な研究費の低落傾向が定着することは
危惧するところである。競争力を深め、国環研
の目的に沿った競争的な外部資金のより積極
的な獲得が望まれる。

④契約規定の整備、適正化
　競争性のある契約への以降を推進するた
め、新たに「随意契約等見直し計画」等を策定
し適正化に努めている。研究機関の特殊な事
業を考慮しながら、研究の質を保ちつつ適正
化に向けて一層の努力を求める。

所内ネットワークシステムの安定的かつ適切
な稼働、コンピュータシステム最適化計画の実
施等により、業務効率化の進展が図られてい
ることから、中期目標を十分達成している。

5.情報技術等を活用した業務の効率化

計画的に大型研究装置等の整備・充実を図っ
ており、また、研究スペースの見直し・再配分
も少しずつではあるが進展していることから、
中期目標を十分達成している。
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6.業務における環境配慮6.業務における環境配慮

　業務に当たっては、物品及びサー
ビスの購入・使用並びに施設の整備
及び維持管理に際しての環境配慮を
徹底するために、「地球温暖化対策
の推進に関する法律」に基づく政府
の事務及び事業に関する温室効果
ガスの排出の抑制等のための実行
計画に定められた目標を踏まえ、そ
の達成を図ることや、「国等による環
境物品等の調達の推進等に関する
法律」に基づく物品等調達時の環境
負荷低減のための取組を進めること
等により、電気・ガス等の資源・エネ
ルギー使用の削減、廃棄物の減量
化、リサイクル及び適正処理の徹
底、化学物質管理の強化に努めるな
ど自主的な環境管理に積極的に取り
組む。
　また、業務における環境配慮の成
果を毎年度取まとめ、環境報告書と
して公表する。

・物品及びサービスの購入・使用に
当たっては、環境配慮を徹底する。
その際、政府の「環境物品等の調達
の推進に関する基本方針」に示され
ている特定調達物品ごとの判断基準
を満足する物品等を100％調達す
る。また、できる限り環境への負荷の
少ない物品等の調達に努めることと
する。
・温室効果ガスについては「地球温
暖化対策の推進に関する法律」に基
づき、政府がその事務及び事業に関
し温室効果ガスの排出抑制等のため
実行すべき措置について定める計画
に掲げられた目標を達成するととも
に、一層の削減を図ることとし、平成
13年度比で14％以上削減することを
目標とする。
・資源・エネルギー使用の節約を図る
ため、国環研の単位面積当たりの電
気・ガスの使用量を平成12年度比で
20％以上削減することを目標とする。

・環境に配慮した物品及びサービス
の購入等の状況(政府の基本方針
の判断基準を満足する物品等を
100％調達)
・「地球温暖化対策の推進に関する
法律」に基づく実行計画に定められ
る温室効果ガスの排出抑制目標へ
の対応状況(平成13年度比で14％
以上削減)
・資源・エネルギーの節約状況(単位
面積当たりの電気・ガスの使用量を
平成12年度比で20％以上削減)
・上水使用量の削減状況(単位面積
当たり平成12年度比で30％以上の
削減)
・廃棄物の適正処理、減量化、リ
ユース、リサイクル等の推進状況
(処理・処分の対象となる廃棄物の
発生量については、平成16年度比
で25％以上、特に可燃物について
は40％以上の削減を目標とする。

・業務・システムに係る監査及び刷新
可能性調査を実施し、必要があれ
ば、平成19年度末までに、業務・シス
テムに関する最適化計画を策定す
る。
・業務・システムに係る監査及び刷新
可能性調査を通じ、システム構成及
び調達方式の抜本的な見直しを行う
とともに、徹底した業務改革を断行
し、システムコスト削減、システム調
達における透明性の確保及び業務
運営の合理化を実現する。
・業務・システムに関する最適化計画
を策定する場合には、業務・システム
の運営の効率化・合理化に係る効
果・目標を数値により明らかにすると
ともに、策定した計画をインターネット
等により公表する。

・業務・システムに係る監査及び刷新
可能性調査を実施し、必要があれ
ば、平成19年度末までに、業務・シス
テムに関する最適化計画を策定す
る。
・業務・システムに係る監査及び刷新
可能性調査を通じ、システム構成及
び調達方式の抜本的な見直しを行う
とともに、徹底した業務改革を断行
し、システムコスト削減、システム調
達における透明性の確保及び業務
運営の合理化を実現する。
・業務・システムに関する最適化計画
を策定する場合には、業務・システム
の運営の効率化・合理化に係る効
果・目標を数値により明らかにすると
ともに、策定した計画をインターネット
等により公表する。

CO2削減、省エネ、電気・ガス・上水使用量・廃
棄物削減等に着実に取り組み、特に第２期中
期目標期間後半は、削減目標値等を大幅に
上回る成果を上げていることから、中期目標を
十分達成している。

13



A A A A Ａ A

－ － － － －
Ⅰの３に
おいて評
価

・上水使用量については、実験廃水
の再利用を進め、単位面積当たり平
成12年度比で30％以上の削減を目
標とする。
・廃棄物等の適正管理を進めるとと
もに、廃棄物等の減量化、リユース
及びリサイクルを徹底する。このた
め、処理・処分の対象となる廃棄物
の発生量については、平成16年度比
で25％以上、特に可燃物については
40％以上の削減を目標とする。ま
た、分別により循環利用の用途に供
される廃棄物等についても削減を図
る。
・施設整備や維持管理に際しての環
境負荷の低減の観点からの取組や、
化学物質の管理の強化等自主的な
環境配慮の推進に努める。
・業務における環境配慮について
は、所内に設置されている環境配慮
の推進体制の下、職員の協力を得つ
つ必要な対策を進め、その成果を毎
年取りまとめ環境報告書として公表
する。

事故及び災害等の発生を未然に防
止し、安心して研究等に取り組める
環境を確保するため、職場における
危険防止・健康障害防止の措置の徹
底、安全・衛生教育訓練の推進、メン
タルヘルス対策等職員の健康管理
への一層の配慮等、安全衛生管理
の一層の充実を図る。

(1)研究の実施に当たっては、
・各年度ごとの研究計画を作成・公表
する。
・第1の1.(2)①の重点研究プログラ
ム、中核研究プロジェクト等にリー
ダーを置き、研究内容の調整、進行
管理等を行う。
・第1の1.(2)①の重点研究プログラ
ム、中核研究プロジェクト等について
は、国環研内部の進行管理に加え
て、外部の専門家の評価・助言を受
けながら実施する。
(2)業務運営については、毎年度自己
点検・評価を実施し、その結果を年
度計画に反映するなど、業務運営の
改善を促進する。
(3) 社会的信頼にこたえる良質な業
務の運営管理を確保するため、業務
運営の改善、組織・体制の効率化等
において、監査結果を一層適切に活
用する。

7.業務運営の進行管理 7.業務運営の進行管理

　研究所内の業務進行管理体制を強
化し、各年度の研究計画を作成・公
表するとともに、外部の専門家の評
価・助言を得つつ、業務の進行状況
を組織的かつ定期的に点検し、業務
の効率的かつ円滑な実施のために
必要な措置を適時に実施する。
　また、社会的信頼にこたえる良質な
業務の運営管理を確保するため、業
務運営の改善、組織・体制の効率化
等において、監査結果を一層適切に
活用する。

第3　予算(人件費の見積もりを含む。)、収支計
画及び資金計画

第4　財務内容の改善に関する事項

・各年度の研究計画の作成・公表状
況
・リーダーの研究内容の調整・進行
管理の実施状況
・外部の専門家による研究評価・助
言を受けた対応状況
・業務運営の自己点検・評価の実施
状況
・監査結果の一層適切な活用状況

また、分別により循環利用の用途に
供される廃棄物等についても削減す
る。)
・化学物質の管理強化等、自主的な
環境管理の推進状況
・環境配慮の成果(環境報告書)の作
成・公表状況

研究業務に関しては外部評価委員会で高い評
価が得られており、これはプロジェクトリーダー
を中心とする適切な研究業務の運営がなされ
た結果であると思われる。東日本大震災に対
しても速やかに対策本部を立ち上げ機動的な
対応を取った点も評価できる。また、研究所内
の業務運営全般に係わる内部統制、研究進
行管理、外部評価制度などは、所定の規則を
整え、適切に実施されていることから、中期目
標を十分達成している。
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A A A A Ａ A

各事項毎の評価を踏まえると、５ヵ年を通じ、
全体として業務運営に関する重要事項につい
ては、中期目標を十分達成している。

A A A A A A

A A A A B Ａ

「Ⅰ　業務運営の効率化に関する事
項」の「３財務の効率化」において評
価

　非公務員型の独立行政法人として
のメリットを活かし、多様な人材の採
用及び活用を図るため、人事制度の
見直しを行う。
　また、「行政改革の重要方針」(平成
17年12月24日閣議決定)を踏まえ、
第2期中期目標期間において人件費
削減の取組を行うとともに、給与構造
改革を踏まえた給与体系の見直しを
進める。

(1)方針
　非公務員型の独立行政法人として
のメリットを活かしつつ幅広く優秀か
つ多様な人材の確保を図るとともに、
人材の重点的、機動的配置等によ
り、国環研の能力を高め、最大限の
力が発揮できるように努める。また、
「行政改革の重要方針」(平成17年12
月24日閣議決定)を踏まえ、第2期中
期目標期間において人件費を5％以
上削減するとともに、給与構造改革
を踏まえた給与体系の見直しを進め
る。
(2)人員に関する指標
　任期付研究員の採用に引き続き努
め、中期目標期間中の研究者総数
に占める任期付研究員の割合を
13％程度とする。

　第3の3「財務の効率化」で定めた事項に
配慮した中期計画の予算を作成し、当該
予算による運営を行う。
　また、健全な財務運営と業務の充実の
両立を可能とするよう、交付金の効率的・
効果的な使用はもとより、受託収入(競争
的な外部研究資金及び受託業務収入)に
ついては、国環研としての主体性を保つ
ため、国環研の目的・使命によく合致した
資金であるか否かを吟味した上で、その
確保に努め、着実な運営に努めることと
する。特に、競争的な外部研究資金の第
2期中期目標期間中の年平均額は、第1
期中期目標期間中の年平均額と同等程
度またはそれ以上を確保する。このため、
競争的な外部研究資金の獲得を促進す
る方策を講じることとする。

　(1)予算
　(2)収支計画
　(3)資金計画

第4　短期借入金の限度額

第5　重要な財産を譲渡し、又は担保に供
しようとするときは、その計画

第6　剰余金の使途
・研究成果の普及、成果の活用促進等に
係る発表会、ワークショップ等の追加実
施。
・研究業務の推進の中で追加的に必要と
なる設備等の調達。

第7　その他業務運営に関する事項

　良好な研究環境を維持するため、
施策及び設備の老朽化対策を含め、
業務の実施に必要な施設及び設備
の計画的な整備に努める。

　業務の質の向上に必要な施設・設
備を効率的かつ計画的に整備すると
ともに、保有する施設・設備の効率的
な維持管理を行う。

1.施設及び設備に関する計画 1.施設・設備の整備及び維持管理

2.人事に関する計画2.人事に関する計画

・施設・設備の取得・整備状況
・施設・設備の改修・更新状況

・幅広く優秀かつ多様な人材の確保
状況
・人材の重点的、機動的配置等の
状況
・人件費の削減状況(第2期中期目
標期間中の人件費を5％以上削減)
・任期付研究員の採用状況(任期付
研究員の占める割合を13％程度と
する。)

第5　その他業務運営に関する重要事項

中期計画に基づき、施設の整備・改修・更新は
計画的に行われていることから、中期目標を
十分達成している。

任期付職員のテニュアトラックによる採用を行
うなど、人材の確保や効率的な活用を行って
いることから、中期目標を十分達成している。
一方で、契約職員の人数が常勤職員の人数を
上回っているが、研究の深化や継続性の観点
からは、ポスドク等の契約職員よりも常勤職員
が果たす役割が大きいと考えられるので今後
の課題として検討すべきである。また、人件費
一律削減に伴い契約職員等の増に頼らざるを
得ない現状は若手研究者の育成の観点から
も大きな問題であり、次期中期目標期間中に
は、政府全体への問題提起を含めた検討が行
われる必要がある。

15



業務運営の改善に関する事項の検討

総　合　評　価（事項別評価を踏まえて、業務実績の全体の評価）

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

中期目標に係る業務の実績に関する評価基準

Ｓ： 中期目標を大きく上回っている
Ａ： 中期目標を十分達成している
Ｂ： 中期目標を概ね達成している
Ｃ： 中期目標をある程度達成しているが、改善の余地がある
Ｄ： 中期目標の達成が不十分であり、大幅な改善が必要である

重点研究プログラム、先導的・基盤的研究、知的研究基盤整備のいずれについても、適切な研究体制のもと、中期目標の達成に向けて予
定された各種のプログラムが着実かつ適切に進められ、外部評価においても高い評価を得ている。また、研究成果の評価･反映も概ね適切
になされている。研究成果の発信、産学官の交流、社会貢献など、全般的に適切に取り組まれている。我が国の環境政策への寄与につい
ても、大きく貢献している。環境情報の提供についても、精力的な取組がなされているが、一部に年度目標を達成することが出来なかった項
目がある。引き続き、環境情報のユーザーや利用方法の把握に努め、正確かつ適切な環境情報をできるだけ広い範囲で利用できるよう工
夫することが望まれる。

これらのことから総合的に判断すれば、中期目標を十分達成していると評価する。

Ｈ１９年度

Ｈ２０年度

Ｈ２１年度

Ｈ２２年度

（参考）　

 業務運営の改善に関すること（業務の継続の必要性、業務運営の効率化等業務全般について）。
第２期の重点特別研究プロジェクトの課題を初めとして多くの研究課題が外部評価委員会により高い評価を受けたことは、研究所の高いポテンシャルを示すものとして評価できる。また、成果の外部への公表やその活用に関しても
大きくは満足すべき成果を上げているが、ポータルサイト「環境展望台」に関しては課題が残った。また、研究所の将来に対して大きな影響を持つ人材の確保に関しては、短期の契約研究員が常勤研究員を上回る状況となり、今
後、研究所の長期継続が必要な業務に対する安定的な人材供給をどのように確保するか課題は大きい。また、内部統制の必要性、コンプライアンスの徹底は、規定等の整備も進んできていることが認められる。特に東日本大震
災への対応においては、理事長のリーダーシップの下に被災現場への助言、具体的な協力において迅速な対応を果たしており、その社会的役割は高く評価できる。

各年度の総合評価結果 　　中期目標総合評価 中期目標の達成に向けた状況等

Ｈ１８年度

Ａ
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